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署

大
館
警
察
署

電話でお金の話になったらすぐ相談
電話番号  ４２－４１１１

電話番号  １８８

大館警察署 消費者ホットライン

大館市役所　市民相談室
電話番号  ４３－７０４５

相談時間  月～金曜日　９時～１５時４５分
 水・土・日曜日、祝日、12月29日～ 1月3日は休み

秋田県生活センター北部消費生活相談室
字中町５（旧正札竹村ビル１階）
電話番号  ４５－１０４０

相談時間  月～金曜日　９時～１７時
 土・日曜日、祝日、12月29日～ 1月3日は休み

ハチ公
パーキングP

Pスカイパーキング

ハチ公プラザ
　　　　　●

●市役所

北部消費生活
相談室

「怪しい」「何かおかしい」と思ったら、迷わず相談。
相談は無料で、秘密は厳守します。

　契約、悪質商法、製品・食品やサービス
による事故など、困ったときは一人で悩ま
ずに消費者ホットラインをご利用ください。

（いやや、泣き寝入り！）

※まずは電話でご相談ください。来庁の際は市民
　課７番窓口にお越しください。
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